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平成３０年度　情報公開、個人情報保護制度の運用状況をお知らせします

【平成３０年度の運用状況】
１．情報公開制度

公開請求の処理状況

実施機関
請求の件数

計
処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求に
おける未決定件数 公開

一部
公開

非公開 取下げ 未決定

市長 ２７９ ０ ２７９ ２４９ ２２ ７ １ ０

消防長 ２ ０ ２ ２ ０ ０ ０ ０

教育委員会 ３８ ０ ３８ ３１ ３ ４ ０ ０

水道事業管理者 ６９ ０ ６９ ６６ ２ １ ０ ０

計 ３８８ ０ ３８８ ３４８ ２７ １２ １ ０

一部公開、非公開の理由の内訳（単位：件）

理由の区分 件数
個人に関する情報 １７
法人等に関する情報 ２２
行政執行情報 ３
情報不存在 １０
計 ５２

２．個人情報保護制度

開示請求の処理状況

※１件の請求に対して複数の理由がある場合がありますので、件

数の合計は、一部公開、非公開の合計とは一致しません

（単位：件）

【情報公開、個人情報保護制度のあらまし】
　情報公開制度は、市民の皆さんと市との共有物である公文書を公開し、行政の諸活動を市民に説明す

る責務を果たすことにより、開かれた行政を確立し、市民の市政への参加を推進しようとするものです。

公開請求は、誰でも行うことができ、個人の権利利益を保護する必要があるなど、一定の理由に該当す

る場合を除いて公開します。

　個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護するため、市が保有する個人情報の適正な取扱いを定め

るとともに、個人情報の開示、訂正などを求めることができるものです。個人情報の開示請求は、原則

としてその個人情報の本人のみが行うことができ、法令などによって開示できないなど、一定の理由に

該当する場合を除いて開示します。

　情報公開、個人情報開示などの請求に対する決定について不服がある場合は、不服申立てをすること

ができます。不服申立てがあった場合は、情報公開・個人情報保護審査会において審査します。

決定に対し、不服申立てが１件ありました。

単位：件

　情報公開、個人情報保護制度の実施状況の詳細は、市役所２階「市政情報コーナー」で閲覧することが

できます。また、ホームページからもご覧いただけます。

※市ホームページ「情報公開・個人情報保護」http://www.city.sano.lg.jp/contact/zyouhoukoukai/index.html　

詳しくは、お問い合わせください。

■問合せ＝行政経営課☎（２０）３００５　　gyouseikeiei@city.sano.lg.jp

決定に対する不服申立ては

ありませんでした。

実施機関
請求の件数

計
処理状況

当該年度中の
請求件数

前年度中の請求に
おける未決定件数 開示

一部
開示

不開示 取下げ 未決定

市長 １５ ０ １５ １２ ２ １ ０ ０

教育委員会 ２ ０ ２ ０ １ １ ０ ０

計 １７ ０ １７ １２ ３ ２ ０ ０

一部開示、不開示の理由の内訳（単位：件）

理由の区分 件数
第三者に関する情報 ２

情報不存在 ３

計 ５

（単位：件）
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　去る６月２７日（木）、東京都世田谷区にある二子玉川ライズにて「Let’s Play Cricket ２０１９」と

題してプロジェクトのＰＲ活動をしてきました。この目的は、より多くの方々にクリケットや佐野につ

いて興味を持ってもらうこと、また、二子玉川には楽天など外国人が多いＩＴ企業のオフィスもあるた

め、企業向けのＰＲという側面もありました。会場は１日に約１０万人が通過する人通りの多い場所で、

当日は、Ｕ１９日本代表が来年１月から南アフリカで行われるＷ杯に初出場を決めるという快挙もあり、

プロ野球から転向した木村昇吾選手、山本武
む さ し

白志選手にはＪ - ＷＡＶＥやＭ

ＸＴＶなど１０社を超えるメディアから取材申し込みが来るなど、注目度の

上昇を肌で感じた１日でした。実際に体験していただいた約２００人の方の

アンケートでも、約９割の方々が「実際に体験したい、試合を見てみたい」

という回答で、今後の市場拡大に期待が持てる結果でした。こうした結果も

プロジェクトのホームページでお知らせする予定です。

　８月は暑い日々が続きそうですが、佐野市国際クリケット場では平日午前中と午後３時～５時までス

プリンクラーで散水していますので、ぜひお子様連れで水浴びに来ていただければと思います。

（地域価値創造マネージャー　秋山仁雄）　　　　　　　■問合せ＝スポーツ立市推進課☎（２０）３０４９

「クリケットタウン佐野」創造プロジェクト「Sano	Cricket	Challenge	!!!」

佐野クリケットチャレンジ !!! 　　　　

シル
バー人材センター

(愛
称 生き

活きセンター ) 会員募集中！
60歳以上の健康で働く意欲のある方で入会を希望
される方は、ぜひ、お問い合わせください。

仕事のご依頼はお気軽に！

公益社団法人
佐野市シルバー
人材センター
✿ 問い合わせ ✿
電話：23-7765

Ｅ-mail:sano@sjc.ne.jp

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。


